
番号 ページ ご意見の内容（要旨） ご意見に対する町の考え方

1 全般１ 全般

ニセコ町の「森林」そのものの将来の姿が全く述べられてい
ません。ニセコ町の50年後の森林それ自体が、どのような
森林であるのか？その姿を共通認識として持ったうえで、そ
れを実現するための森林への関わり方などが定義されるべき
です。

ニセコ町の50年後の森林の姿は、ニセコ町森林ビジョンで
定義しており、本計画案では2ページ目にその内容を記載し
ております。
今後、まずは、町の森林としての可能性や森林所有者の皆様
に整備・管理の意向を確認するなど、森林整備・管理の土
台を作っていきたいと考えています。

2 全般２ 全般

近年、開発により多くの森林が破壊され、景観も水保全や
防災・生物多様性など様々な森林機能が失われています。森
林破壊の現状についてもきちんと言及し、どのような歯止め
をかけるのか、具体策を策定すべき思います。

森林は、その所有者が権利として、適切な手続きを踏まえ
て、開発を行われているものと認識しています。町として
は、開発における森林のあり方については、策定中の建築
ガイドラインと連携し、検討してまいります。

3 全般３ 全般

ニセコエリアの守るべき樹種についての言及がなく、一般
論に終始しています。このエリア特有の樹種を外来種から守
るのか、カラマツのような北海道にはなかった樹種も交え
た、新たな森づくりを行うのか？ そういう議論を行うべ
きだと思います。

本計画の基本方針５（２）でお示ししている「森林づくりに
関する会議」を定期的に開催し、ビジョン実現に向けた取組
内容の確認や改善を行うこととしています。

4 全般 全般

森林ビジョンでは、『森林づくり町民会議』を設立・運営
すると記載があるが、ビジョンが示す森林づくり町民会議
は、未だに実施されていない。
ビジョン実行計画策定の前提としての、議論が不十分であ
る。

本計画の基本方針５（２）でお示ししている「森林づくりに
関する会議」を定期的に開催し、ビジョン実現に向けた取組
内容の確認や改善を行うこととしています。
なお、実行計画策定に当たっては、町民講座を２回開催し、
町民の皆様からご意見を聞き、意見交換しました。

5 全般 全般

ビジョンの実行計画策定にあたり行なった会議の議事録を
公開し、どのように会議での意見が反映されたのかがわかる
ように広く共有してほしい。
実行計画策定までの間で行っている町民講座での内容や資
料、及び町民からのでた意見、意見をどのように反映したの
か、町民の理解が深まるように広く共有してほしい。

今後、公開を予定しております。

6 全般 全般
ニセコ町の脱炭素アクションプランと比べると実行計画と
ビジョンの達成のための取組効果と実施する内容の具体性
が見劣りする。

今後の具体策の実行については、本計画の基本方針５
（２）でお示ししている「森林づくりに関する会議」を定期
的に開催し、ビジョン実現に向けた取組内容の確認や改善を
行うこととしています。

7 P3
第１章 ニセコ町森林ビジョン実
行計画とは
５．５年後の目指す姿

「森林のあるべき姿は、社会情勢により変化する。」とあ
りますが、森林への関わり方は変化しても、自然そのものを
人間の都合でコントロールしようという発想自体が間違って
いると思います。

森林のすべてが社会情勢によって変化するとは考えていませ
んが、管理・整備を進めていくにあたって、経済性の観点
など社会情勢などを考慮すると、変化は十分に考え得ること
だと思っています。
文中は、「森林のあるべき姿や関わり方は、社会情勢によ
り変化する」と修正します。

8 P10-12

第２章 森林の現況とこれまでの
取組・課題
１．ニセコ町の森林を取り巻く状
況

（10）森林整備
計画マップ

森林整備計画マップは森林の区域のゾーニングとその場所
について説明がありました。 その際に、 保健文化機能等維
持林・水資源保存ゾーン ・ 生物多様性ゾーンの区分を分け
る指標が未掲載となっております。どのような指標で区分
けを行っているか、本計画に盛り込んでいただきたいで
す。

今回掲載しました森林整備計画マップは、ニセコ町森林整備
計画から引用しており、同計画では、国や道の計画における
考え方を参考とし、森林のさまざまな機能を十分に発揮する
ための区分であるゾーニングを定めております。

9 P17~18

第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針１ 森林環境の整備・保
全

 (1)森林管理・
整備に関するイン
フラの整備

指標名 林道延長 目標 18,331ｍについて
林道整備の目標値については、その必然性が不明です。森
林のゾーニングによって整備の仕方は異なるべきではない
でしょうか。
更に、自伐型林業者の活動に必要な機械の導入・そのオペ
レーションスキルの向上など、具体的なアプローチについ
て計画されるべきです。

路網は、森林整備を行うための施設として必要と認識してお
り、地域からの要望（ご意見）も考慮しつつ、引き続き整備
を検討していきます。林業者の活動へのアプローチは、基本
方針３（２）の施策の進め方の参考とさせていただきます。

10 P19

第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針１ 森林環境の整備・保
全

(2）森林整備推進
に向けた理解促進
③環境に配慮した
施業方法

生態系に影響を与えづらい施業方法の情報収集や取組定着
について述べられておりますが、 前提条件としまして、ニ
セコ町の森林環境における生態系の調査・評価が必要と考
えられます。

生物多様性については北海道や研究機関等で調査が進めら
れており、これらの機関と連携を図りながら町内生態系の保
全に努めて参ります。
ご意見は、今後の施策の進め方の参考とさせていただきま
す。

11 Ｐ21

第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針１ 森林環境の整備・保
全

(3)町有林の整備
推進

町有林について、地域おこし協力隊を卒隊する方々や、今後
林業担当で募集する方々のフィールドとして、町有林の整備
活用計画を至急策定すべきです。
加えて、指標名、指標がまったくこれに合っていないと感
じます。

町では、専門家の意見を踏まえて森林経営計画を作成・認
定しているとともに、基本方針１（３）では、町有林の施業
方針の検討・検証を行うことにしており、基本方針５（２）
でお示ししている森林づくりに関する会議などを活用し、情
報共有していきたいと考えています。
また、募集を始めて数年の地域おこし協力隊に関しては、必
要なスキルや研修の見極めを行いながら、町有地を可能な
限り活用していきたいと考えています。

ニセコ町森林ビジョン実行計画（素案）に対する縦覧結果

箇所

 「ニセコ町森林ビジョン実行計画（素案）」について、令和６年２月２７日から令和６年３月８日まで縦覧に供したところ、２１件のご意見が寄せられま
した。
 ご意見の内容（要旨）及びご意見に対する町の考え方については、次のとおりです。
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番号 ページ ご意見の内容（要旨） ご意見に対する町の考え方箇所

12 Ｐ22
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針２ 森林資源の利活用

10年後の姿 「価値が高まったニセコ産材が利用されつつ
あります」について、森林の様々な生態系サービスを林業
利用だけに矮小化していると考えます。

利活用可能な森林資源、その中でも木材利用に関しての部分
を指しており、森林すべてを資源として利活用することを考
えていません。また、資源の利活用方法も木材のみに絞る
ことを想定しておりません。森林整備や管理が産業として成
立することを目指し、ニセコ町産材の価値を高め利用しても
らうことをトライアルとして目標を設定しています。

13 P23~24
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針２ 森林資源の利活用

(1)森林資源の価
値を高めるための
情報収集

ニセコ町の森林は、かなり手入れが遅れてしまった広葉樹主
体の森となっています。机上で考えるのではなく、現場の
実情をよく把握し、施業方針を決めるべきだと思います。

基本方針１（１）及び（２）において、森林に関するデータ
収集・整理を行うとともに、現地調査などにより林況情報
を更新することにしています。町としましても、町有林の情
報を可能な限り収集するように努めてまいります。現在、広
葉樹の活用については研究機関や企業で利活用の知見が蓄
積されており、これら研究機関との連携により検討を進めて
参ります。

14 P25
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針２ 森林資源の利活用

（2）森林資源の
最大限の有効活用

5年後の姿 「町産材が無駄なく使われています」  町内
の森林資源を商業利用だけで限定することに反対します。
（前述に同じ）

上記でも回答したとおり、森林資源をすべて商業利用はしま
せん。現在、開発で伐採された木材が、破棄されている現状
が一部であると伺っています。そういった木材も含め、可
能な限り利活用できる環境を目指していきたと考えていま
す。

15 P27-29
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針3 事業者の育成

2021年度より町は希望する地域おこし協力隊に対して、自伐
型林業の担い手研修も行なっています。３年間の実践研修
を経て、一定のスキルを持った町内で自伐型林業を生業と
し、高い関心で林業に関わりたい人が何人もいます。自伐型
林業の担い手拡充として、地域おこし協力体制度を活用し、
絹丘町有地を活用して人材育成を行っている事実を記載して
ください。

ご意見に対する記載としては、P28「町はこれまで、地域お
こし協力隊制度を活用し、町外から人材を受け入れ育成して
きています」が該当すると考えられましたので、当該記載を
もって対応させていただきます。

16 P27-29
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針3 事業者の育成

意欲と能力を持った町内の育成人材を活用するための、町
の支援が遅れており、自伐型林業の育成人材が希望する道に
進めない状況もあるため、町としての具体的な行動計画をお
示しください。

町では地域おこし協力隊制度を活用し、人材を育成するとと
もに、国や道による支援制度の活用サポートや人材確保や
育成につながる支援の検討を行っていきたいと考えていま
す。

17 P27-29
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針3 事業者の育成

自伐型林業や小規模林業に特化した導入機械を活用し、どの
ように具体的な展開を図っていくのかの計画が記載されて
いない。機材を導入した経緯と具体的な今後の計画の両方を
町民が理解できるように実行計画へ記載してください。

交付金により導入した機械については、地域おこし協力隊員
への研修での活用のほか、希望する林業事業体へ貸付を考
えています。具体的な今後の計画につきましては、昨年12
月の株式会社ニセコ雪森考舎の町民説明会で説明させてい
ただきました。

18 P27-29
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針3 事業者の育成

森林ビジョンp20より『多様な事業者の育成と事業環境の整
備を進めていきます』とされていますが、
町内で自伐型を生業とする目標を持った隊員に対し、彼らの
事業環境の整備の具体的な実行計画が示されていません。自
伐型林業を行う事業者も多様な事業者の一つとして、支援の
対象であることは間違いないはずです。

林業事業体への事業継続支援や林業事業体間の連携などを
進めていきます。

19 P28
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針3 事業者の育成

（1）多様な事業
体の取組や魅力の
発信

既に自伐型林業を法人・個人として実践されている方々が複
数います。これらの方々への支援や全体を機能させる推進体
制がまず必要だと思います。指標の現状１５名をどうスキ
ルアップし、活躍の場を作っていくのか、指標にはそうした
ことも書いていただきたいと思います。
更に、指標名、指標共に必然性が全く判りません。どのよ
うなスキルの人が何人必要なのかを定義すべきです。P29も
同様です。

上記で回答したとおり、町には多様な形態での林業事業体が
存在していることから、林業推進に資する活動を検討させて
頂きます。人材育成に関しては、まずは基本的なスキルを学
べる環境を整えていく予定となっています。地域おこし協力
隊で活動してきた方が森林整備・管理を担う人材として就業
することを見込み、町内の林業従事者が18名になることを
目標としているところです。

20 Ｐ29
第３章実行計画の目標と取組
２．基本方針毎の取組
基本方針3 事業者の育成

（2）林業事業体
育成に係る環境整
備

ここで言う林業事業体とはどういうものでしょうか？地域お
こし協力隊に対する活躍機会の提供等についてお聞きしたい
です。
「必要に応じて国・道による支援制度活用のサポートや、
人材確保や育成につながる支援策を検討します」と書いてい
ますが、これから検討されるのでしょうか。

ここで記載しております林業事業者とは、本計画P3の注釈
で説明している林業事業体を指しております。地域おこし協
力隊員が希望する分野の活動に沿えるよう、林業事業体と
協力して、研修機会を提供していきます。

21 Ｐ38 第５章実行計画の推進にむけて

この森林ビジョン実行計画のみならず、多くの計画が具体
性を欠きます。具体的な施策策定とその後のＰＤＣＡを、
透明性をもって討議する場の設定を求めます。
また、町民説明会などで出た意見は、町民憲章の大事な精
神に則ってのものです。是非真摯に反映いただくようお願
い致します。

基本方針５（２）でお示ししている「森林づくりに関する会
議」を定期的に開催することにしており、取組内容の確認や
改善を行うことにしております。また、説明会での意見は、
可能な限り反映していきたいと考えています。
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